
９、ヘルパーや福祉施設の利用

まずは、役場住民福祉課　または　相談支援事業所にご相談ください。

相談・申し込み 相談窓口
(住民福祉課　または　相談支援事業所　すぎのきの里へ) →　P 3へ

心身の状況に関する聞き取り調査　(認定調査)
(役場から職員が調査にうかがいます。)

コンピューターによる一次判定

審査会による二次判定

障害支援区分の認定と受給者証の発行 区分とは？
(役場から認定通知などが発行されます。) → P78へ

どんな
サービス事業所との契約 事業所が
(利用したい事業所と直接契約をしてください。) あるの？

→P 32へ

　障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必

要になります。

サービスの利用開始へ

医師の
意見書

障害福祉サービスの利用の仕方
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